
専門家に聞く

不
動
産
実
務
の

ど
う
す
る
？

困
りごと

不動産実務の
どうする？ 困りごと 専門

家に聞く
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こ
と
も
あ
り
、
特

定
の
不
動
産
（
例

え
ば
、
所
有
者
不

明
の
土
地
１
筆
）

の
た
め
だ
け
に
利

用
す
る
に
は
、
ハ

ー
ド
ル
が
高
す
ぎ

る
と
の
指
摘
が
あ

り
ま
し
た
。

　

こ
の
点
、「
所

有
者
不
明
土
地
・

建
物
管
理
制
度
」

は
、「
人
」
で
は

な
く
「
特
定
の
不

動
産
」に
着
目
し
、

そ
の
物
件
の
み
を

ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
管
理
で
き
る
よ
う
に
し
た

も
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
迅
速
か
つ
安
価

に
所
有
者
不
明
土
地
・
建
物
問
題
を
解
決
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

⒉ ��

裁
判
所
が
選
任
す
る

管
理
人
に
よ
り
売
却
も
可
能
に

　「
所
有
者
不
明
土
地
・
建
物
管
理
制
度
」

は
、
①
あ
る
土
地
や
建
物
の
所
有
者
が
誰
で

あ
る
か
分
か
ら
な
い
、
ま
た
は
、
②
分
か
っ

て
い
て
も
連
絡
が
つ
か
な
い
場
合
に
、
そ
う

し
た
土
地
や
空
き
家
が
放
置
さ
れ
て
迷
惑
し

て
い
る
隣
地
の
所
有
者
な
ど
が
、
裁
判
所
に

申
立
て
を
し
て
、
そ
う
し
た
土
地
・
建
物
の

み
を
管
理
す
る
「
所
有
者
不
明
土
地
・
建
物

管
理
人
」
を
選
任
し
て
も
ら
う
と
い
う
制
度

で
す
。

　
裁
判
所
に
選
任
さ
れ
た
管
理
人
は
、
所
有

者
に
代
わ
っ
て
、
荒
れ
地
の
草
刈
り
、
建
物

の
修
繕
な
ど
の
保
存
行
為
を
行
な
う
他
、
裁

判
所
の
許
可
が
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
土
地
や

建
物
の
売
却
ま
で
行
な
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
⑴
所
有
者
不
明
土
地
・
建
物

を
原
因
と
す
る
近
隣
ト
ラ
ブ
ル
の
防
止
・
解

消
や
、
⑵
公
共
事
業
や
民
間
開
発
な
ど
の
際

に
、
所
有
者
が
不
明
で
あ
る
た
め
に
滞
っ
て

い
た
用
地
買
収
な
ど
を
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
る

⒈ �

特
定
の
不
動
産
を

ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
管
理

　

２
０
２
３
年
４
月
１
日
か
ら
、「
所
有
者

不
明
土
地
・
建
物
管
理
制
度
」
が
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
。
こ
の
制
度
は
、
日
本
の
所
有
者

不
明
土
地
問
題
や
空
き
家
問
題
を
解
決
す
る

た
め
の
一
助
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
実
務
で
は
、
所
有
者
不
明
不

動
産
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
、「
不
在

者
財
産
管
理
人
制
度
」
を
利
用
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
た
だ
、
こ
の
制
度
は
、「
不
在

者
の
全
財
産
」
を
管
理
の
対
象
と
す
る
も
の

で
、
管
理
の
範
囲
が
広
範
に
及
び
、
予
納
金

（
裁
判
所
に
納
め
る
費
用
）
が
高
額
に
な
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

⒊ �

隣
地
所
有
者
、
開
発
事
業
者
等

利
害
関
係
人
が
申
立
て
で
き
る

　
こ
の
制
度
は
、
所
有
者
不
明
土
地
・
建
物

と
利
害
関
係
を
有
す
る
者
（
利
害
関
係
人
）

が
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
具
体
的
に

は
、
所
有
者
不
明
土
地
・
建
物
に
よ
り
迷
惑

を
被
っ
て
い
る
隣
地
の
所
有
者
、
そ
の
土
地

を
買
い
取
り
た
い
と
考
え
て
い
る
開
発
業
者

な
ど
が
こ
れ
に
当
た
り
、
こ
う
し
た
利
害
関

係
人
が
地
方
裁
判
所
に
対
し
て
、
管
理
人
を

選
任
す
る
よ
う
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
（
こ
の
ほ
か
、
地
方
自
治

体
に
も
、
申
立
て
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
）。

　
申
立
て
に
当
た
っ
て
、
申
立
人
（
利
害
関

係
人
・
自
治
体
）
は
、
費
用
を
裁
判
所
に
予

納
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
予
納
さ
れ
た
費

用
は
、
管
理
人
の
報
酬
や
管
理
費
用
に
充
て

ら
れ
ま
す
。
こ
の
予
納
金
は
、
最
終
的
に
不

動
産
が
売
却
で
き
れ
ば
、
戻
っ
て
く
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
が
（
売
却
代
金
を
も
っ
て
管

理
人
の
報
酬
や
管
理
費
用
に
充
て
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
た
め
）、
事
案
に
よ
っ
て
は
戻

ら
な
い
リ
ス
ク
も
あ
る
た
め
、
事
前
の
検
討

が
必
要
で
す
。
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不
動
産
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
事
業

者
と
、
士
業
等
の
各
種
専
門
家
を
会
員
（
登
録

専
門
家
）
に
擁
し
、
国
内
の
個
人
・
法
人
の
不

動
産
プ
レ
イ
ヤ
ー
向
け
の
セ
ミ
ナ
ー
開
催
等
の

支
援
活
動
を
通
じ
て
、
不
動
産
ビ
ジ
ネ
ス
の
活

性
化
お
よ
び
健
全
な
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
を

目
的
に
活
動
し
て
い
る
。
２
０
１
４
年
10
月
設

立
、
会
員
数
66
名
（
26
年
3
月
時
点
）。

（
一
社
）不
動
産
ビ
ジ
ネ
ス
専
門
家
協
会

所
有
者
が
不
明
、連
絡
が
取
れ
な
い
…

迷
惑
空
き
家（
土
地
）へ
の
対
応
は
？

Vol
02

〈
執
筆
〉植
松 

勉（
う
え
ま
つ
・
つ
と
む
）

弁
護
士
。
１
９
９
６
年
弁
護
士
登
録
（
東
京
弁
護
士
会
）。
企
業

お
よ
び
個
人
の
不
動
産
案
件
、相
続
案
件
、企
業
法
務
（
会
社
運

営
指
導
、創
業
・
事
業
承
継
指
導
な
ど
）
を
主
に
取
り
扱
う
。
役

職
に
東
京
弁
護
士
会
法
制
委
員
会
商
事
法
制
部
会
部
会
長
等
。

⒋� �

マ
ン
シ
ョ
ン
住
戸
を

対
象
と
し
た
制
度
も

　
で
は
、
所
有
者
が
判
明
し
て
い
て
連
絡
が

取
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
所
有
者
が
土
地
・

建
物
を
適
切
に
管
理
せ
ず
に
、
近
隣
に
危
害

が
及
ん
で
い
る
よ
う
な
場
合
は
ど
う
す
れ
ば

よ
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
点
、
所
有
者
不
明

土
地
・
建
物
管
理
制
度
に
類
似
し
た
制
度
と

し
て
、「
管
理
不
全
土
地
・
建
物
管
理
制
度
」

が
創
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
制
度
を
利
用

し
て
、
管
理
人
を
選
任
し
て
当
該
管
理
人
に

当
該
危
害
を
除
去
し
て
も
ら
う
こ
と
が
考
え

ら
れ
ま
す
が
、
当
該
管
理
人
は
、
所
有
者
の

承
諾
を
得
な
い
限
り
、
当
該
土
地
・
建
物
を

売
却
す
る
こ
と
ま
で
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、

マ
ン
シ
ョ
ン
の
１
室
の
所
有
者
が
不
明
で
あ

る
よ
う
な
場
合
、
所
有
者
不
明
土
地
・
建
物

管
理
制
度
は
使
え
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
を
補
う
も
の
と
し
て
、「
所
有
者

不
明
専
有
部
分
管
理
制
度
」
が
創
設
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
制
度
は
、
改
正
区
分
所
有
法
に

よ
り
新
た
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
、
26
年
４

月
１
日
か
ら
運
用
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
、
⑴
所
有
者
不
明
土
地
や

空
き
家
が
放
置
さ
れ
て
近
隣
に
迷
惑
が

掛
か
っ
て
い
て
も
、
⑵
所
有
者
不
明
土

地
を
取
得
し
た
い
と
希
望
し
て
も
、
な

か
な
か
ス
ム
ー
ズ
に
事
は
運
ば
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し

た
実
務
の
悩
み
の
解
決
に
向
け
期
待
で

き
る
新
制
度
が
で
き
ま
し
た
。

財産管理制度 不在者財産管理 所有者不明
土地・建物管理

管理不全土地・建物
管理

対象となる財産 不在者の全財産 不明所有者の
土地または建物

管理が不適当な所有
者の土地または建物

申立人 利害関係人・
検察官・自治体

利害関係人・
自治体 利害関係人・自治体

管理対象財産売
却の可否

裁判所の許可を
得れば可能

裁判所の許可を
得れば可能

所有者が同意しない
限り不可能

資料：筆者作成


